
住宅防火シリーズ保存版 

 

設置期限は平成２３年５月３１日までです！ 
平成１６年６月２日に消防法が改正され、全ての住宅に住宅用火災警報器を設置することが義務付けられま

した。今お住まいの住宅に、「平成２３年５月３１日」までに設置することが義務となりますので、あなたの

命を守る住宅用火災警報器を、安全・安心のために期限内に設置しましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 近年、住宅火災による死者が増加しています。その原因の６割が就寝中の「逃げ遅れ」によるものであり、

その半数以上を高齢者（６５歳以上）が占めています。今後高齢化社会の進展とともに、死者数が増加するお

それがあることから住宅用火災警報器の設置が義務となりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

死者数が約３分の１に減少 死亡原因の約６割が「逃げ遅れ」 

義務化開始時期 

なぜ義務化されたの？ 

新築 

住宅 

平成１８年６月１日 平成２３年５月３１日 

既存 

住宅 

その他の 

死亡原因 （人）

設置無し 設置有り 

住宅火災 100 件あたりの死者数 

２.４人 

 ７.７人 

※就寝中の「逃げ遅れ」が大半のため、

寝室への設置が必要です！ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

就寝中に掛け布団

がストーブに接触

して出火したもの。

警報音で目を覚ま

したが、室内は煙が

充満しており、掛け

布団から炎が見え

たので、足で踏み消

した後、１１９番通

報した。 

布団の上でたばこ

を吸いながら寝て

しまったため、出火

したもの。 

警報音で目が覚め

洗面器の水で消火

した後、１１９番通

報を行った。 

設置して良かった住宅用火災警報器！ 

家の中の危険箇所をチェック！！ 

寝室の仏壇のロウ

ソクから出火した

もの。 

この部屋に設置し

てあった警報器の

音に気付き水道水

で消火した後、１１

９番通報を行った。

台所でコンロの火を

消し忘れて外出して

しまったため、出火

したもの。 

近隣住民が警報器の

音に気付き１１９番

通報を行った。 

 

 
 

 



 

 

住宅用火災警報器は原則として、次の場所に設置しなければなりません。 

① 普段就寝に使用している部屋（寝室） 
② 階段の上部（寝室が2階以上にもある場合） 

設置例（戸建て住宅） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※その他、各住宅で設置場所が違う場合がありますので、不明なときは最寄りの消防署へご相談下さい。 

 

 

 

 

 住宅用火災警報器の設置義務化に乗じて、購入を強引に勧める、あるいは 

不適正な価格での販売など悪質な訪問販売が増えていますのでご注意下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

家のどこに設置すればいいの？ 

2階建てで1階に寝室がある場合 

 
・各寝室のみに設置 

2 階建てで2階に寝室がある場合 

 
・各寝室に設置 

・2階の階段上部に設置 

1 つの階に居室が5以上ある場合 

 

 
・廊下または階段に設置 

その他の場合 

※アパート・マンションなどの場合、設置箇

所は戸建て住宅と同じですが、設置する際

には管理人と相談の上で行ってください。

※店舗併用住宅などの場合、住宅部分のみに

必要となります。 

※すでに自動火災報知設備などの消火設備が

設置されている場合、設置の必要はありま

せん。 

※台所については設置義務ではありませんが

防火安全上設置することをお勧めします。

悪質な訪問販売にご注意！ 

【こんな手口にはご注意】 

・役場、消防署を名乗る 

・取り付けを迫る 

・強引に家へ入り、点検を行う 

・一人暮らしの高齢者を狙う 

【被害に合わないために・・・】 

・取付箇所や必要個数を知っておく 

・即決、契約はせず家族に相談する 

・はっきり断る 

・帰らない場合は110番する 

このマークが表示

されている警報器

を買ってね！ 

 



 

現在市販されている火災警報器は、大きく分けると 

「煙」に反応するタイプ（煙式）と「熱」に反応するタイプ（熱式）の２種類があります。 

 

 

 

 

 

また、「単独型」と「連動型」があります。 

       

 

 

 

 

 

 

 

※その他、高齢者や目や耳の不自由な方には、音や光の出る警報器もあります。 

 

 

本  町  地  区 

e-Life サービス ７６-４９７０ 高清水建設㈱ ７６-２３３１

㈱エーアンドワイ ７６-２１３１ ㈲高橋石油 ７６-３４３６

㈱大西土地開発 ７４-２６６０ 道南ｴｱ・ｳｫｰﾀｰ㈱虻田サービスセンター ７６-５５１１

㈱岡部商店 ７６-２０４１ ㈲中野電機工務店 ７６-２５６２

加藤建設㈱ ７６-３８２９ 橋本電気商会 ７６-３２３８

共和電設㈱ ７６-５０４０ ヒロセ配管設備 ７６-３６１７

グローブエナジー㈱北海道支社 ７６-３１００ ㈱福岡電設 ７６-３６３２

七戸電器商会 ７６-２５３８ 北海道エネルギー㈱道南支店虻田ＳＳ ７６-２５５６

島村電器㈱ ７６-２１４１ ㈱北海道丸善洞爺 ７６-２１６１

㈲スペース２７ ７６-１７５０ ㈲宮藤建設 ７６-４２６１

洞爺湖温泉地区 洞 爺 地 区 

阿部電気工事㈱ ７５-３６０６ 家電ストアーツチヤ ８７-２５２８

㈲エフピーシステム ７５-２７４３ ㈲志賀商会 ８２-５４５２

㈲齊藤設備工業 ７５-２７０７ 道南ｴｱ・ｳｫｰﾀｰ㈱とうやサービスセンター ８２-５４２３

㈱洞爺給油センター ７５-２０２１ 村松電機 ８２-５５５７

㈱藤兼金物店 ７５-２１３５   

室蘭石油㈱洞爺営業所 ７５-２０１９   

 ※価格等については、販売店に直接お問い合わせ下さい。 

 
住宅用火災警報器についてのご質問やご相談、説明会等のご希望は、お気軽にお近くの消防署まで！
・本 町 地 区  西胆振消防組合 洞爺湖消防署 予 防 課        （ＴＥＬ ７６－２１１９） 

・洞爺湖温泉地区  西胆振消防組合 洞爺湖消防署 温泉分署 予防係 （ＴＥＬ ７３－１１１９） 

・洞 爺 地 区  西胆振消防組合 洞爺湖消防署 洞爺分署 予防係 （ＴＥＬ ８７－２１１９） 

どこで購入すればいいの？（洞爺湖町内販売店・五十音順） 

どんな種類があるの？ 

「煙」を感知して知ら

せるもので、寝室や階

段等に設置します。 

「熱」を感知してし

らせるもので、煙や

蒸気の多い台所等

に設置します。 

火災を感知した

警報器だけが警

報を発します。 

例えば、寝室の警

報器が火災を感

知すると、その警

報器だけが警報

を発します。 

火災を感知した警

報器だけでなく、

接続されているす

べての警報器が火

災信号を受けて警

報を発します。 

単独型 連動型


